
末成町・高司・美幸町地区特別工業地区（第１種）            
制 限 内 容   当該地の用途地域である工業地域の制限内容に加えて次に掲げる建築物の建築が制限さ
れます。 
① ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 

② マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これら

に類するもの 

③ 畜舎（床面積が 50㎡以下で建築物に付属するものを除く。）  
○ 決定年月日 平成１５年２月５日   


